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９月９日は「救急の日」です
救急医療・救急車の適正利用について考えてみましょう

　医師や看護師の不足による救急医療体制の崩壊

が、全国の多くの自治体で心配されています。同

じように、岩国市の救急医療体制も現在危機的な

状況にあります。

　皆さんが安心して日常生活を送るためには、必

要な人が、必要なときに救急医療を受けられる環

境を守らなければなりません。救急医療を守るた

めに、一人一人ができることから始めましょう。

問地域医療課☎㉙5011

　

か
か
り
つ
け
医
を
持
つ
こ
と
で
、
日
ご
ろ
か
ら
健
康

に
関
す
る
相
談
が
で
き
る
と
と
も
に
、
診
療
の
際
に
適

切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

救
急
医
療
は
、
緊
急
事
態
に
備
え
る
も
の
で
あ
り
、

限
ら
れ
た
医
療
ス
タ
ッ
フ
で
診
療
を
行
っ
て
い
ま
す
。

「
昼
間
は
混
ん
で
い
る
か
ら
」「
仕
事
を
休
ま
な
く
て
済

む
か
ら
」
な
ど
と
い
っ
た
理
由
で
、
夜
間
に
受
診
す
る

の
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

や
む
を
得
ず
時
間
外
や
休
日
に
受
診
す
る
場
合
、
比

較
的
症
状
の
軽
い
人
は
、
医
師
会
病
院
救
急
セ
ン
タ
ー

（
☎
㉑
１
１
９
９
）や
休
日
当
番
医
を
利
用
し
て
く
だ
さ

い
。
休
日
当
番
医
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
い
わ
く

に
15
日
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

緊
急
性
の
な
い
病
気
や
軽
い
け
が
な
ど
で
救
急
車
を

利
用
す
る
と
、
重
症
の
人
や
交
通
事
故
で
け
が
を
し
た

人
な
ど
の
搬
送
に
支
障
が
出
ま
す
。
救
急
車
は
適
正
に

利
用
す
る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。
緊
急
性
が
あ
る
か

ど
う
か
、
重
症
か
ど
う
か
の
判
断
が
困
難
な
場
合
は
、

迷
わ
ず
１
１
９
番
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

か
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う

わたしたち一人一人にできること

受
診
は
平
日
の
診
療
時
間
内
に
し
ま
し
ょ
う

医
師
会
病
院
救
急
セ
ン
タ
ー
や

　
　
　
　

休
日
当
番
医
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

救
急
車
は
適
正
に
利
用
し
ま
し
ょ
う

　

夜
間
の
子
供
の
急
な
病
気
に
、
看
護
師
や
小

児
科
医
が
症
状
に
応
じ
た
適
切
な
助
言
を
行
う

電
話
相
談
で
す
。
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

電
話
番
号　

①
♯
８
０
０
０
（
プ
ッ
シ
ュ
回
線

の
固
定
電
話
と
携
帯
電
話
か
ら
利
用
で
き
ま

す
）

②
０
８
３
―
９
２
１
―
２
７
５
５
（
全
て
の
電

話
か
ら
利
用
で
き
ま
す
）

対
象　

15
歳
未
満
の
子
供

相
談
時
間　

19
時
～
翌
朝
８
時
（
年
中
無
休
）

料
金　

無
料
（
通
話
料
は
利
用
者
負
担
）

～
夜
間
の
子
供
の
急
な
病
気
に
～

小
児
救
急
医
療
電
話
相
談

時間外や休日の各医療機関の役割

緊
急
性

症　

状

軽

重

低

高

6,800

6,400

19

6,000

岩国地区の救急車による搬送人員（岩国地区消防組合）

H26 H27 H28

17.8人 17.7人

18.5人
6,486人 6,449人

6,777人

18

17

【
１
日
当
た
り
の
搬
送
人
員
】

【
１
年
間
の
搬
送
人
員
】

（人） （人）

●一刻を争う重篤な救急患者刻刻 篤 救救刻刻 争争争
○岩国医療センター救命救急センター

●手術や入院が必要な救急患者● 要 救 者●手手術術術 入院入院院
○岩国医療センター　
○医師会病院救急センター
○市立錦中央病院　○市立美和病院

●入院の必要がない軽症患者

○医師会病院救急センター
○休日当番医


